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(57)【要約】
【課題】患部と治療領域との位置関係、およびそれらの
大きさの関係を正確に把握できるようにした超音波診断
装置の提供。
【解決手段】被検体の患部を含む治療前のボリュームデ
ータを得る手段と、
　前記被検体の患部を含む治療中あるいは治療後の超音
波画像データを作成する手段と、
　前記超音波画像データにおける断層像と対応する断層
像を前記ボリュームデータから抽出する画像抽出手段と
、
　前記ボリュームデータから抽出された前記断層像であ
ってその患部が表示される画像を背景として、前記超音
波画像データのうち治療領域を示す画像を重ねて表示す
るとともに、前記患部と少なくとも該患部内の治療領域
と未治療領域とを異なった色で表示させる表示手段とを
備える。
【選択図】図１



(2) JP 2008-119071 A 2008.5.29

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体の患部を含む治療前のボリュームデータを得る手段と、
　前記被検体の患部を含む治療中あるいは治療後の超音波画像データを作成する手段と、
　前記超音波画像データにおける断層像と対応する断層像を前記ボリュームデータから抽
出する画像抽出手段と、
　前記ボリュームデータから抽出された前記断層像であってその患部が表示される画像を
背景として、前記超音波画像データのうち治療領域を示す画像を重ねて表示するとともに
、前記患部と少なくとも該患部内の治療領域と未治療領域とを異なった色で表示させる表
示手段とを備えることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　被検体の患部を含む治療前のボリュームデータを得る手段と、
　前記被検体の患部を含む治療中あるいは治療後の超音波画像データを作成する手段と、
　前記超音波画像データにおける断層像と対応する前記ボリュームデータの断層像のうち
患部を示す画像を抽出する画像抽出手段と、
　前記超音波画像データからなる画像を背景として、前記画像抽出手段から抽出された患
部の画像を重ねて表示するとともに、前記患部と少なくとも該患部内の治療領域と未治療
領域とを異なった色で表示させる表示手段とを備えることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項３】
　前記表示手段によって、少なくとも表示されている患部と治療領域のそれぞれの面積の
関係を示す数値を表示させることを特徴とする請求項１、２のいずれかに記載の超音波診
断装置。
【請求項４】
　前記表示手段によって、少なくとも表示されている患部と治療領域のそれぞれの体積の
関係を示す数値を表示させることを特徴とする請求項１、２のいずれかに記載の超音波診
断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は超音波診断装置に係り、時間をおいて撮像される同一部位の各断層像を対比し
て診断するのに好適な超音波診断装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の超音波診断装置は、たとえば被検体の患部の治療中あるいは治療後において該
患部の治療の範囲を確認するために用いられる場合がある。
【０００３】
　この場合、治療前に撮像された患部の断層像（以下、治療前断層像と称する場合がある
）と、治療中あるいは治療後に撮像される患部の断層像（以下、治療後断層像と称する場
合がある）とを対比させて表示し、これらを相互に観察することにより該患部の治療範囲
を確認することができる。
【０００４】
　なお、このような超音波診断装置において、その超音波探触子にはその位置および傾き
を検出するセンサが備えられている。そして、治療前にあって、被検体上で超音波探触子
を移動させて取得された複数の超音波断層像の集合からなる超音波ボリュームデータを、
前記各超音波断層像毎の前記超音波探触子の位置の情報（該被検体の座標系に対する）に
対応づけて記憶する。また、治療中あるいは治療後にあっては、その際に取得された断層
像を表示するとともに、該表示された断層像の前記超音波探触子の位置および傾きの情報
に基づき、前記超音波ボリュームデータから対応する面における断層像を抽出して表示す
ることができるようになっている。このような技術はたとえば下記特許文献１に開示がな
されている。
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【特許文献１】特開２００４－１１８９８５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述した超音波診断装置は、その表示装置において、前記治療前断層像と治療後断層像
とが並列されて表示されるものであり、このため、治療前断層像と治療後断層像との対比
によって認識できる相違部から治療の範囲を確認するに止まるものであった。
【０００６】
　患部に対する治療は、通常、治療領域を該患部から若干外方に及んだ部分にまで至らせ
、いわゆるセーフティマージンを確保させて行う。この場合、患部が治療領域によって充
分に包括されていることを確認することによって、充分な治療がなされたことを確信する
ことができる。
【０００７】
　この場合、上述した超音波診断装置では、患部とセーフティマージンを確保させた治療
領域との位置関係、およびそれらの大きさの関係を正確に把握することが困難であるとい
う不都合が生じていた。
【０００８】
　本発明は、このような事情に基づいてなされたものであり、その目的は、患部と治療領
域との位置関係、およびそれらの大きさの関係を正確に把握できるようにした超音波診断
装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　 本願において開示される発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、以下
のとおりである。
【００１０】
（１）本発明による超音波診断装置は、たとえば、被検体の患部を含む治療前のボリュー
ムデータを得る手段と、
　前記被検体の患部を含む治療中あるいは治療後の超音波画像データを作成する手段と、
　前記治療中あるいは治療後の超音波画像データにおける断層像と対応する断層像を前記
ボリュームデータから抽出する画像抽出手段と、
　前記ボリュームデータから抽出された前記断層像であってその患部が表示される画像を
背景として、前記治療中あるいは治療後の超音波画像データのうち治療領域を示す画像を
重ねて表示するとともに、前記患部と少なくとも該患部内の治療領域と未治療領域とを異
なった色で表示させる表示手段とを備えることを特徴とする。
【００１１】
（２）本発明による超音波診断装置は、たとえば、被検体の患部を含む治療前のボリュー
ムデータを得る手段と、
　前記被検体の患部を含む治療中あるいは治療後の超音波画像データを作成する手段と、
　前記治療中あるいは治療後の超音波画像データにおける断層像と対応する前記ボリュー
ムデータの断層像のうち患部を示す画像を抽出する画像抽出手段と、
　前記治療中あるいは治療後の超音波画像データからなる画像を背景として、前記画像抽
出手段から抽出された患部の画像を重ねて表示するとともに、前記患部と少なくとも該患
部内の治療領域と未治療領域とを異なった色で表示させる表示手段とを備えることを特徴
とする超音波診断装置。
【００１２】
（３）本発明による超音波診断装置は、たとえば、（１）、（２）のいずれかの構成を前
提とし、前記表示手段によって、少なくとも表示されている患部と治療領域のそれぞれの
面積の関係を示す数値を表示させることを特徴とする。
【００１３】
（４）本発明による超音波診断装置は、たとえば、（１）、（２）のいずれかの構成を前
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提とし、前記表示手段によって、少なくとも表示されている患部と治療領域のそれぞれの
体積の関係を示す数値を表示させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　このように構成された超音波診断装置は、治療前の患部と治療後における治療領域とが
重ねられて表示されることから、患部と治療領域との位置関係、およびそれらの大きさの
関係を正確に把握できるようになる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明による超音波診断装置の実施例を図面を用いて説明をする。
【００１６】
　図２は、本発明による超音波診断装置の一実施例を示す概略ブロック構成図である。
【００１７】
　この超音波診断装置の構成は、超音波断層像を構築する系統とリファレンス断層像を構
築する系統とパラメータ算出系とに大別される。
【００１８】
　超音波断層像を構築する系統は次に示すように構成されている。まず、被検体に当接さ
れて用いられる超音波探触子１０がある。この超音波探触子１０は、たとえば、その被検
体（図示せず）との当接面に複数の超音波振動子が並設されて構成されている。また、こ
の超音波探触子１０には位置センサ２０が具備されている。この位置センサ２０は、被検
体が横臥するベッド等に取り付けられたソース２２から発生するたとえば磁気信号を検知
する磁気センサを有して構成されている。この位置センサ２０によって、前記ソース２２
を基準点とするソース座標系における超音波探触子１０の三次元的な位置および傾きが検
出される。なお、位置センサ２０とソース２２は上述のように磁場を利用するものに限定
されることはなく、たとえば光を用いたものであってもよい。
【００１９】
　この超音波探触子１０は、送受信部１２によって超音波を被検体内に照射させるように
なっており、また、該超音波の被検体内における反射波をエコー信号として取り込むよう
になっている。そして、前記エコー信号は、前記送受信部１２によって、増幅、アナログ
デジタル変換、整相加算等の処理が行なわれるようになっている。このような処理がなさ
れた前記送受信部１２からのエコー信号は、超音波像構成部１４へ入力され、超音波画像
データが構築されるようになっている。
【００２０】
　一方、前記ソース２２および超音波探触子１０の位置センサ２０からの各信号は位置検
出部４０に入力され、位置検出部４０においてソース２２から超音波探触子１０までの位
置情報が算出される。被検体の位置合わせ時には、被検体上のたとえば剣状突起などの特
徴点上に超音波探触子１０を置いたときの超音波探触子１０の位置情報が位置検出器４０
から被検体座標系設定部４３へ転送され、被検体座標系設定部４３では、ソース２２から
の被検体の剣状突起などの特徴点の位置情報を算出してそれを被検体座標系の基準点とし
て保持する。位置合わせが完了した後は、超音波探触子１０の任意の位置情報は、スキャ
ン面算出手段４５へ転送され、スキャン面算出手段４５によって、被検体座標系に対する
超音波探触子１０の位置および傾きに対応するスキャン面（断層像を含む面）が演算され
るようになっている。この演算は、超音波像構成部１４における超音波像の作成と同期し
て行われ、超音波画像データを得る際におけるスキャン面の位置情報が対応付けられるよ
うになっている。
【００２１】
　この超音波像構成部１４からの超音波画像データは、画像メモリ１６に格納された後に
表示部１８に入力され、該表示部１８の画面には超音波断層像が表示されるようになって
いる。また、この超音波画像データは、たとえばその患部の治療領域を後に説明するリフ
ァレンス像と重ね合わせて（合成して）表示させるため、合成画像作成部３４に入力され
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るようになっている。
【００２２】
　次に、リファレンス断層像を構築する系統は次に示すように構成されている。前記リフ
ァレンス断層像を得るには、まず、被検体に当接されている前記超音波探触子１０を該患
部を中心として広い範囲で走査（スキャン）する必要がある。
【００２３】
　そのために、前記超音波探触子１０を走査する段階で、順次、複数の断層像（スライス
像）が前記送受信部１２、超音波像構成部１４を経て取得され、これら各断層像のデータ
はボリュームデータ作成部２６に入力されるようになっている。
【００２４】
　この場合、超音波探触子１０の各断層像取得位置における位置センサ２０からの各信号
は位置検出部４０に入力され、この位置検出部４０およびスキャン面算出手段４５によっ
て、被検体座標系に対する超音波探触子１０の位置および傾きに対応するスキャン面（断
層像を含む面）が演算され、各断層像データへ付加されるようになっている。
【００２５】
　ボリュームデータ作成部２６からのデータはボリュームデータ記憶部２８に格納され、
このボリュームデータ記憶部２８内のデータから特定されたスキャン面における断層像が
リファレンス像構成部３０によって抽出され得るようになっている。
【００２６】
　リファレンス像構成部３０によって得られる前記断層像のデータは、画像メモリ３２に
格納された後に、表示部１８に該断層像（リファレンス像）が表示されるようになってい
る。
【００２７】
　また、前記画像メモリ３２に格納された前記断層像のデータは、合成画像作成部３４に
も入力される。この合成画像作成部３４には、治療領域抽出部１７が接続されている。治
療領域抽出部１７は画像メモリ１６から入力された治療後断層データから治療領域を抽出
するものである。治療領域抽出部１７における治療領域の抽出法としては、たとえば、画
素の輝度値が治療領域と非治療領域で異なることを利用する方法が挙げられる。この治療
領域抽出部１７から出力された治療領域を示す画像と画像メモリ３２から出力されたリフ
ァレンス像とが合成画像作成部３４において、前記断層像（リファレンス像）を背景とし
て、前記画像メモリ１６からの画像、すなわち超音波画像データのうち患部の治療領域を
示す画像が重ねられ、これにより得られる合成画像は、表示装置１８に表示されるように
なっている。
【００２８】
　このような構成からなる超音波診断装置を用いて、治療の前段階にあって、図３のフロ
ーチャートに示すように、前記ボリュームデータ作成部２６において、前記ボリュームデ
ータから治療の対象となる患部を抽出する操作がなされる。
【００２９】
　すなわち、ステップ２０１にて、まず、被検体の患部を中心とする任意の領域の端から
端まで超音波探触子１０をゆっくり走査し、その走査の各段階における超音波断層像を取
得する。このようにして、超音波探触子１０の位置に対応した各超音波断層像の集合から
なるボリュームデータ（Ａ）が構築される。このボリュームデータ（Ａ）はボリュームデ
ータ記憶部２８に格納される。
【００３０】
　次に、ステップ２０２にて、前記ボリュームデータ（Ａ）から前記患部の領域抽出をた
とえばリージョングローイング法を用いて行う。リージョングローイング法は、スタート
ポイントの近傍ピクセルが指定した条件、たとえばスタートピクセルと近傍ピクセルとの
輝度値の差がしきい値以下であること等の条件を満たすか否かをチェックし、満たしてい
ればその近傍ピクセルが同じ領域に属すると判断し、これを順次隣接する画素に対して適
用することにより、目的とする領域全体を抽出する方法である。スタートポイントの指定
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方法は、前記ボリュームデータに基づいて表示部１８に表示された二次元画像あるいは三
次元画像上に、操作者がたとえばマウス操作で点を特定することによってなされるように
なっている。患部領域以外の領域を”０”に、患部領域を”１”に対応づけて二値化する
ことにより、ボリュームデータの中から患部領域を抽出し、この患部領域に対応するボリ
ュームデータ（Ｂ）を記憶しておく。なお、前記リージョングローイング法を行うにあた
り、その前処理として、前記ボリュームデータ（Ａ）に、メジアンフィルタなどを施して
ノイズを除去し、膨張・収縮処理を施して細かいノイズを除去したり、空洞を埋めたりし
ておくのが望ましい。
【００３１】
　このようにして得られる前記ボリュームデータ（Ｂ）は前記ボリュームデータ記憶部２
８に格納されるようになる。
【００３２】
　そして、合成画像作成部３４において、図４のフローチャートに示すように、
治療中あるいは治療後の際に作成された超音波断層像から、治療領域を抽出し、患部と治
療領域および未治療領域を色づけた合成画像を作成する操作がなされる。
【００３３】
　すなわち、ステップ３０１にて、治療後における超音波断層像（Ｅ）を構築する。この
超音波断層像（Ｅ）は、前記超音波構成部１４によって構築される。
【００３４】
　次に、ステップ３０２にて、前記超音波断層像（Ｅ）から治療領域（Ｆ）を抽出する。
たとえば、治療を施した領域とその周辺組織の領域の各輝度の境界値をしきい値とし、前
記各領域を二値化することにより、前記治療領域（Ｆ）を抽出する。この場合の前記しき
い値は、たとえば表示装置にしきい値入力用のスクロールバーを表示させ、そのスクロー
ルバーを用いて操作者が任意に設定および微調整できるようにしてもよい。なお、たとえ
ばラジオ波焼灼療法による治療を施した場合、その治療領域は輝度が高くなって表示され
ることから、治療を施した領域とその周辺組織の領域の二値化を容易にすることができる
。なお、この治療領域（Ｆ）の抽出は、高速に行う必要があるため、演算量が少ないアル
ゴリズムで行うことが好ましい。
【００３５】
　次に、ステップ３０３にて、治療後断層像を撮像した位置で保持された超音波探触子１
０の位置、傾きに応じたスキャン面における治療前の断層像を前記ボリュームデータ（Ａ
）から即時的に構築する。治療前の前記断層像は、前記リファレンス像構成部３０によっ
て、被検体座標系設定手段４３およびスキャン面算出手段４５からの情報、すなわち被検
者座標系に対する探触子スキャン面の位置情報に基づきボリュームデータ（Ａ）から構築
される。
【００３６】
　次に、ステップ３０４にて、同様に、超音波探触子の位置、傾きに応じた断面における
患部の断層像を前記ボリュームデータ（Ｂ）から構築し、その患部領域の輪廓を抽出する
。
【００３７】
　次に、ステップ３０５にて、たとえば治療後の超音波断層像（Ｅ）をベース（背景）と
して、患部領域（Ｈ）の像と治療領域（Ｆ）の像とを重ね合わせた合成画像を表示する。
この場合、該合成画像は、治療前の超音波断層像（Ｇ）をベース（背景）として、前記患
部領域（Ｈ）の像と治療領域（Ｆ）の像とを重ね合わせるようにしても同様の効果を得る
ことができる。このステップ３０５の動作は前記合成画像作成部３４でなされるようにな
っている。
【００３８】
　この場合、たとえば、グレースケールで表示された超音波断層像（ＥまたはＧ）の上に
、カラー化された前記患部領域（Ｈ）の像と治療領域（Ｆ）の像を重ね合わせる。前記患
部領域（Ｈ）と治療領域（Ｆ）の色は異なっており、たとえば、患部領域（Ｈ）は緑色（
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RGB(0,204,153)）とし、治療領域（Ｆ）は紫色（RGB(255,102,255)）とする。この場合、
カラー化された前記患部領域（Ｈ）と治療領域（Ｆ）は、アルファブレンディング法を用
いて半透明化させた状態で重ね合わせ、また、前記患部領域（Ｈ）と治療領域（Ｆ）の輪
廓に相当する線図を作成して重ねて表示することが好ましい。なお、輪廓に相当する線図
の色をたとえばエメラルドグリーン（RGB(51,255,202)）とすることにより、輪廓を強調
させることができる。このようにして作成される合成画像は、未治療領域が緑色に、患部
内の治療領域が緑色と紫色の混合色に、セーフティマージン領域が紫色に表示されるよう
になる。
【００３９】
　次に、ステップ３０６にて、画像面における前記患部領域、治療領域、および未治療領
域の各ピクセル数をカウントする。ここで、患部領域（Ｈ）に対し、その領域内で治療を
施された治療領域は（Ｈ）と（Ｆ）の論理積（Ｈ∩Ｆ）で、治療が施されていない未治療
領域は（Ｈ）と（Ｆの否定）の論理積（Ｈ∩Not（Ｆ））で表せる。そして、それぞれの
領域のピクセル数Ｎをカウントした後に、ピクセルのスケールＳ[ｍｍ２／ｐｉｘｅｌ]、
すなわち１ピクセル当たりの面積を作用させてＮ×Ｓを算出し、単位を[ｐｉｘｅｌ]から
[ｍｍ２]へ変換する。
【００４０】
　さらに、ステップ３０７にて、治療率を算出する。ここで、治療率とは患部領域の面積
に対するその領域内で治療を施された治療領域の関係を示す数値であり、前記ステップ３
０６で算出した値を用いて、たとえば次式（１）を用いて算出することができる。
【００４１】
　（治療率）＝（治療領域の面積）／（患部の面積）×１００[％]　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…… （１）
　このステップ３０６および３０７の動作は前記バラメータ算出部５０でなされるように
なっている。
【００４２】
　なお、図３に示したフローチャートは、図２に示したボリュームデータ作成部２６にお
いてなされる動作を示したものである。しかし、たとえば図５に示すように、ボリューム
データ作成部２６では、単にボリュームデータを作成するだけとし、このボリュームデー
タ作成部２６の出力を、ボリュームデータ記憶部２８を介して、患部抽出部２６Ａ、患部
ボリュームデータ記憶部２６Ｂ、患部画像構成部２６Ｃ、および画像メモリ２６Ｄに順次
入力させるように構成し、該画像メモリ２６Ｄの出力を合成画像作成部３４に入力させる
ようにしてもよい。前記患部抽出部２６Ａおよび患部ボリュームデータ記憶部２６Ｂによ
って順次なされる動作は、図３に示したフローチャートに示す動作と同様であり、また、
患部画像構成部２６Ｃおよび画像メモリ２６Ｄによって順次なされる動作は、図２に示し
た合成画像作成部３４でなされる動作に相当する。
【００４３】
　そして、図４に示したフローチャートは、図２に示した合成画像作成部３４およびパラ
メータ算出部５０においてなされる動作を示したものである。しかし、たとえば図５に示
すように、画像メモリ１６からの出力を治療領域抽出部３４Ａおよび画像メモリ３４Ｂに
順次入力させるようにして構成し、該画像メモリ３４の出力を合成画像作成部３４に入力
されるように構成してもよい。治療領域抽出部３４Ａおよび画像メモリ３４Ｂでなされる
動作は図４のステップＳ３０２の動作に相当する。
【００４４】
　図１は、前記表示部１８の画面における表示態様の一実施例を示す図である。
【００４５】
　図１において、該画面の左上側には治療前の画像ＬＵＰが表示され、この画像ＬＵＰは
ボリュームデータから作成されたある断層面における断層像からなり、その断層像に表示
される患部ＤＰは半透明の緑色に色付けされている。この場合の断層像の面は、次に説明
する実際（現時点）の超音波像ＲＵＰの面に一致づけられているものとなっている。
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【００４６】
　また、該画面の右上側には実際（現時点）の超音波像ＲＵＰが表示され、この画像ＲＵ
Ｐは治療中あるいは治療後における画像を示し、治療された領域ＣＲ（治療領域ＣＲ)が
比較的輝度が高い状態で示されている。
【００４７】
　該画面の左下側には合成画像ＬＤＰが表示され、この合成画像ＬＤＰは、たとえば、画
面の左上側に表示されている画像（ボリュームデータに基づく画像）ＬＵＰをベース（背
景）として、画面の右上側に表示されている超音波像ＲＵＰのうち前記治療領域ＣＲの部
分が半透明の紫色に色付けされて、重畳して表示されている。また、この合成画像ＬＤＰ
としては、画面の右上側の超音波像（治療領域の部分が半透明の紫色に色付けされている
）ＲＵＰをベース（背景）として、画面の左上側の画像ＬＵＰのうち前記患部ＤＰの領域
の部分が半透明の緑色に色付けされて、重畳して表示させるようにしてもよい。
【００４８】
　さらに、ベース画像の上に、患部領域を半透明緑色で重畳させ、さらに治療領域半透明
紫色で重畳させるように構成してもよい。
【００４９】
　該画面の右下側の画像ＲＤＰには患部ＤＰの領域に対するその患部ＤＰが治療された領
域の比、すなわち治療率等が表示されている。この実施例の場合、患部の領域の面積（ｍ
ｍ２）、患部の領域のうちの治療領域の面積（ｍｍ２）、患部の領域のうちの未治療領域
の面積（ｍｍ２）、および治療率（％）が表示されている。
【００５０】
　患部ＤＰに対する治療において、その治療領域は該患部ＤＰの外方にも及ぼしていわゆ
るセーフティマージンをとるのが通常であり、このため、前記治療領域の面積としては、
該患部ＤＰの外方に及んだ治療領域を除き、患部の領域内の治療領域を対象とした値とな
っている。
【００５１】
　上述した実施例では、前記治療率（％）は、表示装置に表示されている二次元像に基づ
いて算出するようにしたもので、このため、患部の領域の面積に対する治療領域の面積比
に基づく値として表示されるようになっている。
【００５２】
　さらに、治療前に作成される被検体のボリュームデータからその患部の領域の体積を算
出し、さらに、治療後に該被検体のボリュームデータを新たに作成し、このボリュームデ
ータの該患部内における治療領域の体積を算出し、その後、前者の体積に対する後者の体
積に基づく値を算出して、この値に基づく治療率を表示するようにしてもよい。
【００５３】
　図６は、このように体積に基づく治療率を表示する超音波診断装置の実施例を示すブロ
ック構成図であり、図２のブロック構成図に示した構成部と同符号で示した構成部はそれ
ぞれ同一の機能を有する。なお、この図６にあっては、患部およびこの患部内における治
療領域の体積を算出するに必要な構成のみを示したもので、実際の構成にあっては図２に
示した構成に付加されて適用される。
【００５４】
　図６に示すボリュームデータ作成部２６によって、治療前に作成された被検体のボリュ
ームデータは、治療前ボリュームデータ記憶部２８Ａに格納された後に、患部抽出部６１
によって患部が抽出され、患部ボリュームデータ記憶部６２に格納された後に、パラメー
タ算出部５０に出力され、該パラーメータ算出部５０によって該被検体の患部の領域にお
ける体積が算出されるようになっている。たとえば上述したリージョングローイング法に
よって、前記患部の領域が特定された後に、その領域内の画像ピクセル数に比例した値で
その体積が算出されるようになっている。
【００５５】
　また、同様に、図６に示すボリュームデータ作成部２６によって、治療後に作成される
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被検体のボリュームデータは、治療後ボリュームデータ記憶部３８Ｂに格納された後に、
治療領域抽出部６３によって治療領域が抽出され、治療領域ボリュームデータ記憶部６４
に格納された後に、前記パラメータ算出部５０に出力され、該パラーメータ算出部５０に
よって該被検体の治療領域における体積が算出されるようになっている。たとえばリージ
ョングローイング法によって、前記治療領域が特定された後に、その領域内の画像ピクセ
ル数に比例した値でその体積が算出されるようになっている。
【００５６】
　そして、前記パラーメータ算出部５０では、前記患部の体積に対する治療領域の体積の
比に１００を乗算した治療率（％）を算出し、この値を表示部１８に表示するようになっ
ている。
【００５７】
　上述した実施例では、治療前に構築されるボリュームデータは本発明に係る超音波診断
装置によって作成されるものとして示したものである。しかし、これに限定されることは
なく、本発明に係る超音波診断装置とは別体の装置として把握される磁気共鳴イメージン
グ装置、Ｘ線撮影装置、あるいは超音波診断装置等からボリュームデータを得られるよう
にし、上述した合成画像を得るようにしてもよい。
【００５８】
　上述した各実施例はそれぞれ単独に、あるいは組み合わせて用いても良い。それぞれの
実施例での効果を単独であるいは相乗して奏することができるからである。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
【図１】本発明による超音波診断装置の表示部の画面における表示態様の一実施例を示す
図である。
【図２】本発明による超音波診断装置の一実施例を示すブロック構成図である。
【図３】治療の前段階にあって、ボリュームデータから治療の対象となる患部を抽出する
操作を示すフローチャートである。
【図４】治療中あるいは治療後において、その際に作成される超音波断層像から、治療領
域を抽出し、患部と治療領域および未治療領域を色づけた合成画像を作成する操作を示す
フローチャートである。
【図５】本発明による超音波診断装置の他の実施例を示すブロック構成図である。
【図６】本発明による超音波診断装置の他の実施例を示すブロック構成図である。
【符号の説明】
【００６０】
１０……超音波探触子、１２……送受信部、１４……超音波像構成部、１６……画像メモ
リ、１８……表示部、２０……位置センサ、２２……ソース、２６……ボリュームデータ
作成部、２６Ａ……患部抽出部、２６Ｂ……患部ボリュームデータ記憶部、２６Ｃ……患
部画像構成部、２６Ｄ……画像メモリ、２８……ボリュームデータ記憶部、２８－Ａ……
治療前ボリュームデータ記憶部、２８－Ｂ……治療後ボリュームデータ記憶部、３０……
リファレンス像構成部、３２……画像メモリ、３４……合成画像作成部、４０……制御部
、４３……被検体座標系設定手段、４５……スキャン面算出手段、５０……パラメータ算
出部、６１……患部抽出部、６２……患部ボリュームデータ記憶部、６３……治療領域抽
出部、６４……治療領域ボリュームデータ記憶部、ＬＵＰ……治療前の画像、ＲＵＰ……
超音波像、ＬＤＰ……合成画像、ＲＤＰ……治療率等が表示される画像。
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